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第 2 章 

 
中国の都市化と社会団体 1の変遷 

 
―伝統結社から新興団体へ― 

 
黄 媚 

 
要約： 

本章は、都市化の進行に伴った中国の社会団体の成長・変遷を明らかにするものであ

る。1990 年代のポスト「単位社会」以降、中国では、経済所有制の多元化、社会階層

の分化によって、社会で原子化した個人の結社活動による社会団体の形成が促された。

分析では、都市化と社会団体の形成との間の強い関連性から、社会団体の形成に関連す

る「増殖仮説」を解釈した。他方、1990 年代以降、都市化の進行によって、社会問題

の解決や社会的勢力の是正にかかわる社会団体が形成されてきた。これらの団体の形成

は「均衡化仮説」から解釈できるものの、権威主義体制下で発展志向型国家を目指して

いる中国は、アメリカの多元主義、ヨーロッパのコーポラティズムと異なり、団体と国

家との間の利益調整も必要となる。 
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1 本論文で定義する「社会団体」は個人結社によって設立した市民社会組織の全般を指し

ている。すなわち、中国民政部門で登記する社会団体以外、人民団体、他の政府部門(例え

ば、工商部門)で登記する草の根 NGO や未登記の草の根 NGO をも指す。 
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１、はじめに 
 
 中国は 1978 年に改革開放政策が実施されて以降、1992 年の社会主義市場経済体制

の確立、2001 年の WTO 加盟を受け、農業化社会から工業化社会への移行が急速に進

んでおり、都市化のプロセスが加速している。2010年の第6回全国人口センサスでは、

中国の都市部人口がすでに 6 億人を超え、2000 年の第 5 回と比べ、ほぼ 10 年の間に

都市部で2億人以上の人口が増えていることがわかった[中華人民共和国国家統計局編，

2012]。 
 中国の都市化が着実に進むと同時に、経済所有制の多様化や、各社会主体の生活・

行動様式の多元化、社会構造の変化が促されてきた。その結果、かつて全体主義体制

下で一体化していた「国家‐社会」の構造が崩れ、1990 年代中頃より、人口の都市へ

の移動、職業の自由選択、個人の結社活動への参加による社会団体の増加などの社会

的変容が見られ、国家領域から徐々に切り離された社会領域が出現するようになった。

中でも、従来伝統社会に根ざした血縁団体・地縁団体、建国以降に設立された人民団

体や、ポスト「単位社会」以降に都市社会で存立している様々な新興団体は時代の変

遷に伴い、政治的・社会的役割を果たしている。 
本章は、中国の都市化を背景として社会団体に着目し、急速な都市化の進行が進み

始めた 1990 年代以降の社会団体間、社会団体と国家 2間の力関係・変化を考察する。

これらの分析を通じて、都市化の進行によってもたらされている経済活動、社会活動

の活性化、複雑化が、政治領域あるいは国家に与える影響を浮き彫りにする。 
 本章の構成は以下の通りである。まず第 1 節は、都市化と団体研究の理論的整理を

ふまえ、本研究の目的を提示する。第 2 節は、都市化の進行と社会団体の成長がどの

ような関係を有しているのかを探るために、中国の社会団体が成長する実状およびそ

の要因を探る。第 3 節は、社会団体に関する法体系をふまえ、団体の存立様式、活動

戦略を概観し、中国の国家と社会の力関係を検証する。最後には、結論を述べる。 
 
２、理論的整理 
  

現代世界における都市は、単なる人々の居住地や職場だけではなく、経済的、政治

的中心でもある。都市化は、農村人口が都市部に集中し、農業社会から工業社会へと

移行する過程のみではなく、それに伴って、都市における人々の生活様式・行動の変

容がもたらされ、交通・通信の手段を通じて農村地域に浸透・拡大する過程でもある[王，

2009；松本ほか，2011]。これまで、研究者は各国が都市化社会に向かうプロセスの

                                                   
2 中国の政治体制の特徴に鑑み、本論文では、「国家」を中国共産党および行政府を指すも

のとする。 
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中で生じた様々な問題をめぐって、議論を繰り広げてきた。本研究は、都市化社会に

おける社会団体が主たる研究対象であるため、社会団体の成長・発展と都市化のかか

わりについて、理論的整理を行う。 
 
 2-1．集団研究をめぐる議論 
都市社会学の中で最初に社会団体の重要性を提示したのはルイス・ワース(Louis 

Wirth)であった。ワースは、都市を「比較的人口量が多く、人口密度が高く、社会的

に異質な諸個人の所在地」であると定義した [Wirth,1938]。彼によれば、都市化が進

むにつれ、親族や近隣などの第一次関係は衰退・弱体化し、それにかわって合理的な

機能遂行を目的とする第二次関係が発達している。その結果、異質化した諸個人は職

能団体やボランティア団体など社会団体を設立し、それらの団体は血縁・地縁を基礎

とする集団を代替するものとして現れてくるというものである。それは、アレクシ・

トクヴィル(Alexis Tocqueville)が『アメリカの民主政治』で述べたように、ボランテ

ィア団体がギルド、教会、村落共同体など伝統的共同体が衰退する中、原子化、無力

化した諸個人が社会的影響力を回復するために組織する自発的団体と類似した見解で

ある。 
ユージン・リトウォク(Eugene Litwak)らの研究は、ワースの議論をふまえ、都市

化と産業化の影響を受け、確かに第一次関係が弱体化してゆくものの、その関係は必

ずしも限定した地域社会やコミュニティに拘束されておらず、むしろ地域の外部に拡

散し、社会的資源として活用されるようになったのではないかと論じている

[Litwak,Szelenyi,1969]。都市社会学では、都市化の進行に伴い、社会構造、社会制度、

社会関係のパターンからなる社会団体の形態にどのような変容がもたらされているの

かを中心に議論されていると見られる。 
 他方、政治学の分野における集団研究は、経済学、社会学の影響を受けながら発展

を見せている。社会団体(利益団体 3)の形成原因を探るべく、V.O ・キィ(V.O Key)、
ディビット・トルーマン(David Truman)は、工業化の進行が都市化、職能の多様化・

専門化、マス・コミュニケーションの発達、社会における価値、利益の多様化などの

現象を起こし、それによって各種の社会団体を設立することになると述べた

[Key,1942;Truman,1951]。 
ロバート・ソールズベリー(Robert Salisbury)はキィ、トルーマンと共通した考え方

を持ちながら、工業化(産業化)、都市化に伴う社会的分化が社会団体の増加(増殖)につ

ながるという「増殖仮説」(proliferation)に加えて、社会変動に伴って既存の社会勢力

                                                   
3 現代政治学では、結社によって設立された社会団体に対して、政府の決定・執行に関心

を持ち、政策決定に影響力を行使しようとする利益団体の側面を中心に考察しているため、

ここでは、社会団体を「利益団体」という概念の下で、理論的整理を行う。 
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の均衡が崩れる際、不利に傾いた社会団体側が均衡回復のために組織化や圧力活動の

活性化を起こすという「均衡化仮説」(equilibrium)を提起した。彼は、マクロな社会

的変化の中で社会団体の発生要因をより詳細的に説明してきた[Salisbury,1975]。 
しかし、アメリカのバイアスを回避し、アジア諸国の団体研究に目を向ければ、経

済社会的要因以外に、国家の制度的要因も社会団体の成長・発展に影響を与えている

という研究結果がある。国家は公的権力を行使し、法制度、行政制度、税制度を通じ

て社会団体を規制することができるため、社会団体に対する推進と抑制も可能である

とされた[岩崎，1998；重富，2001；辻中，1988：2002]。都市社会学に対して、政治

学の集団研究は、都市化、工業化など経済社会の発達度が社会団体の発展に影響を与

える一要因に過ぎず、国家の制度的要因をも含めた分析が必要であるとする。また、

社会団体間の力学的均衡関係は、アメリカの多元主義下での団体間の自由競争関係に

よって実現するものもあれば、日本やヨーロッパ諸国のコーポラティズム主義下での

国家の法律・規制によって行われたものも存在する。 
 
 2-2．本研究の目的 
中国の社会団体に関する研究は、1980 年代後半より、「国家‐社会」関係の変化と

いう文脈の中で取り上げられたものが多い。建国以降 1970 年代にかけ、国家が「単

位社会」および人民団体を通じて社会領域を全面的に統制してきた。当時中国の国家

と社会の関係は、「社会なき国家」や国家の社会に対する「全面制圧」[菱田，2000]
という言葉で表現されたものである。1978 年から始まった改革開放政策を受けて、研

究者は経済の体制改革と政治・社会領域の変化との連動において、人民団体以外に新

たに設立された社会団体に関心を寄せ、国家と社会関係の変化を解釈してきた。先行

研究の多くは、社会団体と各政治・社会アクターとの関係、社会団体を通じた政治参

加の現状といった視点をとってきた[王ほか，1993；White et al.,1996; 陳ほか，2004；
Ma,2006 多数]。 

しかし、中国における様々な社会団体についてどのように都市化の視点から捉えた

研究はほとんどない。また、ポスト「単位社会」以降、社会団体がどのように形成さ

れているかというような都市化の進行と社会団体の成長、変容との関係については、

未だに解明されていない。本論文は中国の特殊な「単位社会」をふまえながら、社会

団体の形成に関する 2 つの理論仮説―「増殖仮説」と「均衡化仮説」を用いて、中国

社会団体の形成要因、団体の成長・変容を明らかにする。これによって、都市化に伴

い、中国の国家と社会関係の変遷の一端を浮き彫りにする。 
 
３、ポスト「単位社会」以降における社会団体 
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かつてジョン・フェアバンク(John Fairbank)は、「中国は、家が小宇宙であり、小

さな国家である」と中国社会を表現した[Fairbank,1948]。それは、農村地域が血縁関

係・地縁関係によって組織されており、血縁団体・地縁団体が中国農村共同体の基礎

に成り立っていることを指す。他方、都市社会において、民国時期以降、民間結社は

隆盛期を迎え、政治団体のみならず、学術・教育団体、慈善団体、宗教団体、商工業

ギルド団体、労働団体などの社会団体が続々と設立された。 
建国以降、中国共産党は計画経済体制の導入に伴い、「単位」を通じて社会への全面

的統制を敷いた。社会団体に対して、1950 年 9 月に党・政府は「社会団体登記暫行弁

法」を公布し、「社会団体」の登記手続きを定め、社会団体の再編および「非政治化」

を図った 4。また、政府は 1957 年までに私営経済をほぼ消滅させ、商工業領域におけ

る業界団体の活動空間は失われた。 
その後、改革開放政策の実施を機に、中国の経済体制改革の舵がきられ、計画経済

から市場経済への移行が行われた。1980 年代末では、政府は社会で存在する多様化し

た利益は社会団体を通じて解決するという社会協商メカニズムの構築を企図し、社会

の管理方式を転換している 5。図‐1 に示したように、1990 年代初期が社会団体発展

の起点となっていることがうかがえる。 
 

図‐1 中国社会組織数 6の推移(1988～2011 年) 

 
                                                   
4 社会団体の「非政治化」とは、近代結社の主流である政治結社が建国以降、取り締まら

れたり、鎮圧されたりとしたことを指す。これらの団体は社会主義改造の一環として、整

理・整頓の対象となった[王ほか，1993]。 
5 1987 年に開催された中国共産党第 13 回全国代表大会では、趙紫陽が「党政分離」(党組

織と人民代表大会、政府、司法機関、人民団体、企業事業単位および他の社会組織間の職

能を切り離す)、翌年の政府機構改革では、「政企分離」(政府と企業の職能を切り離す)を提

起した。政府は経済、社会領域に対する直接管理から間接管理へとシフトを始めた。 
6 中国民政部門で登記する社会組織は、主に社会団体、民弁非企業単位および基金会の３

種類から構成される。 
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(注)2002 年以前、基金会は社会団体として計算されている。 
(出所)「民政事業発展統計報告」[各年版]( 中華人民共和国民政部のホームページ：

http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/? を参照 閲覧日：2013 年 2 月 7 日)に基づき、筆者

作成。 
  

3-1．「単位社会」と社会団体 
 社会団体の形成要因は、ポスト「単位社会」以降の国家による社会領域の再建過程

の中で捉えられる。 
 「単位」はもともと個人が所属する職場を意味するが、建国後、国家が「国家‐社

会」の一体化を図り、「単位」制度の下で社会統制システムを構築した。「単位」は生

産管理、行政管理、社会統制という様々な機能を揃えることにより、生産・経済活動

のみならず、人々の社会活動まで統制するようになった。改革開放までの長い間に、

「単位」は中国都市社会のもっとも基本的な組織形態であった[路，1989；李，2007：
2008]。「単位社会」におかれた個人は、社会的、経済的、政治的資源を支配する「単

位」に対して、依存せざるを得なくなった。 
「単位社会」では、社会関係も「単位」内部で完結するため、結社活動が単位での

活動に取って代わられ、社会団体はそのような存在となることを余儀なくされた。唯

一存在しているのが、人民団体 7である。実際、「単位」においても工会(中国では労働

組合を工会と呼ぶため、以下では工会と表記する)が設置されたが、これらの組織は人

民団体の末端組織であり、国家と社会との間の政策・意見の吸収・伝達のルートとし

て使われている。国家から支持を得ており、地方レベルにまで広範な組織ネットワー

クを形成している。また、国家は人民団体の活動に必要な補助金を各人民団体に支給

し、県レベル以上の人民団体の職員は、国家公務員編制によって公務員待遇を受けて

いる[陳ほか，2009]。政治社会において、人民団体は社会団体でありながら、人民政

治協商会議の代表議席をもち、特殊な政治的地位を与えられている。したがって、一

部の研究者は人民団体を政治団体と呼んでおり、「国家の政策宣伝の道具」と揶揄して

いる[王ほか，1993；陳ほか，2009]。 
 改革開放以降、「単位社会」は大きな変容が見られた。国家は経済発展を国是として

掲げ、市場経済体制を導入した。こうした中、経済所有制の多元化が進められ、国有

企業以外に、多様な経済所有制の企業組織が出現し、発展を遂げた。例えば、全国基

本単位センサスの調査結果によれば、1998 年の第 1 次調査時点では、国有と集団企業

は企業総数の 73.9%を占めていたが、2003 年の第 2 次調査の際には 40.5%までに減少

                                                   
7 人民団体は、中華全国総工会、中国共産主義青年団、中華全国婦女連合会、中国科学技

術協会、中華全国帰国華僑連合会、中華全国台湾同胞連誼会、中華全国青年連合会および

中華全国工商業連合会である。 

http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/
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した 8。市場原理に基づいた私営企業、外資企業、合弁企業などの経済所有体が増え、

それまで生産、行政、社会統制を一体化した「単位社会」は衰退に迫られている。か

つて「単位」が担っていた社会的機能は、再び社会に取り戻そうとされていった。 
 ポスト「単位社会」以降、個人による職業の自由選択が可能になり、多元化した価

値観も出現するようになった。したがって、社会領域において異なる利益主体が登場

し、中国の社会階層の分化を促進した。陸学芸らは 2001 年より、12 の省・市・自治

区にアンケート調査を実施した。建国以来形成された労働者階層、農民階層および知

識人階層は、1990 年代後期に入り、10 の社会階層に再分類された 9[陸ほか，2002]。 
社会で原子化した個人は、自ら所属する社会階層の利益保護や、共同権益の維持の

ために、結社活動に参加している。社会団体は、自らの利益を実現する協商・対話の

ルートとして認識されるようになっている。経済改革を実施して以来、労働者および

農民階層は、社会的・経済的地位が著しく低下し、政治的リソースを持たず、社会の

下位階層として位置づけられた[陸ほか，2002]。かつて労働者階級と農民階級の前衛

政党であった中国共産党は、2002 年中国共産党第 16 回全国代表大会で、私営企業家

の入党を正式に認める「三つの代表」論が党規約に盛り込まれた。私営企業家階層を

代表とした中間階層は、より積極的に結社活動に携わっている。陳剰勇ら、郁建興ら

は、私営経済が発展した地域である浙江省温州市の業界団体(民間商会)を対象に研究し、

同業界団体の多数は、私営企業家たちが企業家の非効率的競争の是正や業界の規範化、

市場拡大・拡大などの様々な問題解決に取り組むために、企業家自らが設立したもの

であると論じた [陳ほか，2004；郁ほか，2004：2006]。 
 
3-2．都市化と社会団体 
都市化は、農村人口の都市への移動、および農業社会から工業社会への移行過程で

ある。その都市化を測る指数として、都市人口率 10が挙げられるが、産業の構成比、

産業人口の構成比も関連している。 
都市化と社会団体の成長との間にどのような関係があるのか。両者の関連性を定量

的に検証したものが表‐1 である。まず、都市化率(都市化人口率)と社会団体数の相関

                                                   
8 中華人民共和国国家統計局のホームページ：http://www.stats.gov.cn/tjgb/jbdwpcgb/を参

照(閲覧日：2013 年 2 月 18 日)。 
9 中国の 10 大階層は以下の通りである：国と社会管理者階層、経営者階層、私営企業家階

層、専門技術者階層、事務員階層、自営業者階層、商工業サービスの従業員階層、産業労

働者階層、農民労働者階層、都市無職・失業・半失業者階層。 
10 中国国家統計局の計算方式に基づき、都市化率＝都市人口数/総人口数☓100%である。

他方、中国国際都市化発展戦略研究委員会の計算方式に基づければ、都市化率＝都市部の

非農業人口数/総人口数☓100%である。本論文では、中国国家統計局の計算方式に基づき、

データ分析を行う。 

http://www.stats.gov.cn/tjgb/jbdwpcgb/
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が 0.693 であり、都市人口の増加によって、より多くの結社組織が設立されたことが

検証される。 
 

表‐1 都市化と社会団体数の相関(1988～2011 年)11 

都市化の指標 社会団体数 

(1)都市化率(都市人口率) 0.693** 

(2)産業別の構成比  

第 1 次産業構成比 ‐0.799** 

第 2 次産業構成比 0.513* 

第 3 次産業構成比 0.614** 

(3)産業別人口の構成比  

第 1 次産業人口構成比 ‐0.834** 

第 2 次産業人口構成比 0.756** 

第 3 次産業人口構成比 0.809** 

(注)**：1%水準で有意(両側)、*：5%水準で有意(両側)(ピアソン相関) 
    (出所)『中国統計年鑑』[各年版]、「民政事業発展統計報告」[各年版]( 中華人民

共和国民政部のホームページ：http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/? を参照 閲覧

日：2013 年 2 月 7 日)に基づき、筆者作成。 
 

かつての研究では、工業化と社会団体の形成との間に比較的強い関連性を有してい

ることが論証された。例えば、イギリス、ブラジルでは工業化の時期と平行して、社

会団体の形成が進んでいる。トルコでは各州において工業化、都市化の進行と共に地

域団体、階級団体の形成が進んでおり、工業化と団体組織度の相関係数が一貫して高

く 0.5 以上であった。また、日本は 1950 年代において、各県別の 1 万人あたり団体数

と各県の第 2 次産業比率の相関が 0.34 となっている[辻中，1988]。今回の分析結果で

は、中国の第 2 次産業、第 3 次産業の構成比と社会団体数の相関関係がそれぞれ 0.513、
0.614 である。また、第 2 次産業、第 3 次産業に従事する労働人口構成比と社会団体

数の相関は 0.756、0.809 という高い値を示している。中国でも各国と同様、工業化と

団体の形成との間には強い相関関係があることが検証された。 
また、経済の発達度と社会団体の形成との間には関連性があるのだろうか。1988 年

から 2011 年にかけて、1 人あたりGDPと社会団体数との間に 0.746(1％水準で有意)12

                                                   
11 中国民政部は 1988 年以降に社会団体数を公表したため、表‐1 の相関係数は 1988 年

から 2011 年にかけての統計データに用いて計算した結果である。 
12 岡室は 1988 年のデータに基づき、GDP と社会団体数の相関関係を検証した。両者の相

関が 0.8575 で、強い相関関係を有することを示した[岡室，2001]。本論文でも類似した結

http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/
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という強い相関関係があることが示される。例えば、市場経済体制が確立してから 10
年を経過した 2002 年のデータを見ると(図‐2)、1 人あたりGDP値が高い地域ほど社

会団体数が多く、経済発展は社会団体の形成を促進していると考えられる。 
 

図‐2 各省における 1 人あたりGDPと 1 万人あたり社会団体数 13(2002 年) 

 
(出所)『中国統計年鑑』[2003 年]、「2002 年社会団体数据統計表統計信息」(中国社会

組織網のホームページ：

http://www.chinanpo.gov.cn/web/showBulltetin.do?id=14703&dictionid=2202&cati
d=を参照 閲覧日：2013 年 2 月 5 日)に基づき、筆者作成。 
 

設立された社会団体は一体どのような特徴を有しているのか。まず、社会団体の種

類別の分布を見ていこう。ペイ・ミンシン(Pei Minxin)の分析は、1979 年から 1992
年に新設された全国レベルの社会団体を対象としているが、1980 年代後半に入るとよ

り多くの科学技術、商工業・貿易類の団体が設立されたことを発見した。これらの団

体は、伝統的な結社組織である娯楽・友好団体、教育団体、宗教・慈善団体と比べ、

比較的に高い伸び率で設立されている[Pei,1998]。岡室は『中国社会団体組織大全』に

基づき、1993 年時点の全国レベルの社会団体を対象にして分類集計を行った。その結

果によれば、産業関連の団体 14は全国レベルの団体総数の 45%で、そのうち第 3 次産

業関連の団体が全体の 22%を占めている[岡室，2001]。 

                                                                                                                                                     
果が得られた。 
13 1 万人あたり社会団体数＝社会団体数/人口数(万人)☓100。以下同様。 
14 産業関連の団体は、農業、鉱工業、経済および第 3 次産業に関連する団体である。 
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2000 年代以降の社会団体の分布状況はどのようになっているのか。民政部が公開し

たデータによれば、2002 年から 2006 年 15にかけて専門団体・業界団体の比率が一貫

して高く、2 種類の団体は社会団体総数の 6 割以上を占めていた。工業化の発展は、

職業の多様化・専門化を促進し、職能団体や経済団体が形成されてきたと考えられる。 
また、2011 年の社会団体の活動領域の分布をみてみると、農業・農村開発

20.4%(52105 団体)、社会サービス 13.3%(33987 団体)、その他 12.8%(32620 団体)、
商工業サービス 9.8%(24894 団体)、文化 8.8%(22472 団体)、科学技術・研究 7.5%(19126
団体)、職業・専門 6.9%(17648 団体)、スポーツ 5.3%(13534 団体)、教育 4.9%(12491
団体)、衛生 4.2%(10776 団体)、生態環境 2.7%(6999 団体)、宗教 1.8%(4650 団体)、
法律 1.2%(3148 団体)、国際 0.2%(519 団体)16という順位となっている。 

上記のように、商工業サービス団体が依然として比較的高い比率を占めているが、

農業・農村開発領域で活動している社会団体は最も多い。都市化の進行を受け、農村

地域における経済活動が活性化している。1990 年代後半より、農民が自発的に設立し

た農業経済組織が出現している。この状況に対し、政府は「三農問題」を解決する糸

口として、この種の社会団体を育成・発展させる。民政部は 2003 年に「農村専業経

済協会の育成・発展および登記管理活動を強化することに関する指導意見」を公布し、

農村専業経済協会に関する登記手続きの簡略化を図った。農業生産活動における科学

技術サポートの需要の高まりや、農産品の市場への販売活動の頻繁化が、農業・農村

開発に関連する社会団体の増加につながっていることがうかがえる 17。 
また、社会サービス活動に従事する社会団体も高い比率を占めている。1980 年代以

来、政府は「小政府、大社会」のスローガンの下、事業単位改革、民間による社会福

祉事業の運営を目指している。社会福祉事業において資金不足、関連社会団体が少な

                                                   
15 2007 年以前、民政部は、社会団体を業界団体、専門団体、学術団体、連合団体の 4 種

類に分類している。業界団体とは特定の業界の管理、サービスに従事する業界団体や商会

など、専門団体とは専門家を構成する非経済的団体である協会、学術団体は学術研究と学

術交流を行う学会や研究会など、連合団体とは業界性、専門性、学術性を持つ社会団体の

連合組織である連合会、連誼会や促進会などとされる。その後、民政部は 2007 年に新た

な分類法を導入し、社会団体を 4 分類から、科学技術・研究、生態環境、教育、衛生、社

会サービス、文化、スポーツ、法律、商工業サービス、宗教、農業・農村開発、専門・業

界組織、国際・海外組織およびその他の 14 分類とした。 
16 「2011 年社会服務発展統計公報」(中華人民共和国民政部のホームページ：

http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/201210/20121000362598.shtml を参照 閲覧日：2013
年 1 月 23 日)。 
17 第 2 次中国社会組織基本状況調査(2009‐2011 年)(課題名：「日韓米独中における 3 レベ

ルの市民社会組織構造とガバナンスに関する総合的比較実証研究」(文部科学省科学研究特

別推進研究)、課題番号：17002001、研究代表者：辻中豊教授(筑波大学))の浙江省社会団

体のサンプルリストを調べたところ、農業・農村開発分野で活動する社会団体は、野菜協

会、果物協会、家畜・牧畜協会、農業機械協会など経済協会が中心であり、その以外、老

人会や、農業生産活動にかかわる学会・研究会などもある。 

http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/201210/20121000362598.shtml
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いという問題を解決すべく、民政部は 2005 年に「慈善類民間組織の発展を促進する

ことに関する通知」を公布し、医療、教育、貧困救済、災害救助など社会サービス関

連の社会団体の設立を推進している。 
他方、生態環境、法律、宗教などの社会団体の少なさは、設立の際により厳しい規

制を受けているためかもしれない。ほかには、国家規定で、労働者は人民団体である

中華全国総工会の系統に所属している工会のみに入会できると明記されている。した

がって、労働者団体は中華全国総工会の組織として統計される。2009 年で、180 万以

上の工会は全国で設立されていると報じられたが 18、自発的に設立した労働者団体は

中国法体系で認められていないため、その一部が草の根NGOとして活動している。 
都市化が進む中、地方レベルにおける社会団体はどのような成長ぶりを見せている

のか。図‐3 は、各省における 2002 年と 2011 年の 1 万人あたり社会団体数の変動結

果を示したものである。 
詳しくみてみると、天津市と上海市は、2011 年の 1 万人あたり社会団体数が 2002

より減少し、その減少幅がそれぞれ 11.9%と 3.8%となっている。また、チベット自治

区と北京市は社会団体数が増えているものの、その増加幅がわずか 2.9%、3.4%にと

どまっている。それに対して、これら以外の地域における社会団体数は 20％以上の伸

び率で増えている。中でも、寧夏回族自治区(69.8%)、広西チワン族自治区(67.6%)、
甘粛省(62.7%)、安徽省(61.5%)、貴州省(60.7%)の 5 つの地域は 60％以上の増加率で、

この 10 年間で特に社会団体の成長が顕著になっている。 
 
図‐3 各省における 1 万人あたり社会団体数の変動幅 19(2011 年と 2002 年の比較) 

 
                                                   
18 人民網のホームページ：http://acftu.people.com.cn/GB/67560/12584062.html を参照

(閲覧日：2011 年 5 月 19 日)。 
19 変動幅＝(2011 年 1 万人あたり社会団体数－2002 年 1 万人あたり社会団体数)/2011 年 1
万人あたり社会団体数☓100%。 
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(出所)『中国統計年鑑』[2003 年][2012 年]、「2002 年社会団体数据統計表統計信息」 

(中国社会組織網のホームページ： 
http://www.chinanpo.gov.cn/web/showBulltetin.do?id=14703&dictionid=2202&cati
d=を参照 閲覧日：2013 年 2 月 5 日)、「2011 年中国社会団体発展統計数据」(中国

社会団体年鑑編委会編[2012]、485‐487 頁)に基づき、筆者作成。 
 

 総じて、上海市、北京市、天津市など都市化率が高い地域 20ほど、社会団体の増加

が緩やか、あるいは停滞しているように見える 21。他方、これから工業化・都市化が

進行し、都市人口が伸びていく地域では、より多くの社会団体が増えている 22。都市

化の波が、経済先進地域、沿海地域から経済後進地域、内陸地域にまで波及・浸透す

る中、これらの地域における経済的・社会的変化がより著しく、結社活動の活発化が

起きているのではないかと推測される。 
団体発生論の視点から、「増殖仮説」という定説の下、工業化、都市化に伴って、マ

ス・メディアの発達、教育の普及などが、社会利益の多元化、有権者の拡大を促進す

る。それらの経済的・社会的変化は、社会団体の形成・発展につながっている。本節

では、主に都市化と工業化による社会団体の形成に与える影響を分析した。中国にお

いて、ポスト「単位社会」以降における経済改革とそれに伴う都市化の進行は、社会

団体の成長・発展を促している。また、中国の社会団体の形成は、工業化の発展にも

深く関連しているがゆえに、職業団体や業界団体が比較的高い比率を占めている。し

かしながら、近年、農業・農村開発、社会サービス関連の社会団体が比較的多いこと、

または内陸地域・経済発展の後進地域における社会団体の増加が顕著であることは、

都市化への移行過程での中国社会団体の特徴として捉えられる。 
 
４、政治社会における社会団体 
 
 1990 年代以降、都市化の進行に伴う経済的・社会的変容を受け、中国の社会団体は

成長を遂げてきた。これらの社会団体は、中国の政治社会の中でどのような位置づけ

                                                   
20 中国国家統計局の基準では、都市化率が高位水準の地域とは、都市人口が 61%を占めて

いる地域である。2011 年のデータによれば、上海市、北京市、天津市の都市化率がそれぞ

れ 89.3%、86.2%、80.5%である[中華人民共和国国家統計局編，2012]。また、都市化率が

中位水準の地域、下位水準の地域とは、都市人口率が 41‐60%、40%以下の地域とされる。 
21 チベットは都市化水準が低いものの(2011 年：22.7%)、社会団体の増加が少ないという

ことから、逸脱値であると考えられる。 
22 社会団体の増加率が 60％以上の各地域の都市化率は以下の通りである：寧夏回族自治

区(49.8%)、広西チワン族自治区(41.8%)、甘粛省(37.2%)、安徽省(44.8%)、貴州省(35.0%)
である。いずれの地域も全国都市化率の平均値(52.2%)より低い地域である[中華人民共和

国国家統計局編，2012]。 
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になっているのか。以下では、社会団体に関連する法制度をふまえたうえで、各種の

社会団体の存立様式および活動戦略を概観する。 
 

4-1．国家による社会団体への管理体制 
ポスト「単位社会」以降、確かに「単位」を通じた社会領域への統制は衰退してい 

るように見えるが、国家は依然として社会・個人への統制を図ろうとしている。 
個人結社に対して、「中華人民共和国憲法」(1982 年)の第 35 条は、中国公民は言論、

出版、集会、結社、デモの自由を有すると明記している。しかし同時に、これらの自

由権利を行使する条件として、同第 51 条は、個人は自由と権利を行使するにあたり、

国家、社会、集団の利益および他人の合法的な自由や権利を損なってはならないと明

記している。 
 また、中国政府は 1998 年に国連の「市民的および政治的権利に関する規約」

（International Covenant on Civil and Political Rights）、2001 年に「経済的、社会

的および文化的権利に関する国際規約」（International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights）に署名した。前者はいまだに批准されておらず、後者の

うち労働組合の組織および参加に関する権利が留保された状態が続いている。憲法お

よび国際規約への署名状況からみると、中国の公民は基本的な結社権利を有している

ものの、自由結社に関する権利を民主主義国家と同程度に認めたものであるとはいえ

ない。 
 社会団体の管理に関しては、早くも「社会団体登記暫行弁法」(1950 年)が施行され、

改革開放以降、「社会団体登記管理条例」(1989 年)(以下「1989 年条例」と略す)が制

定された。同条例は「社会団体管理登記条例(改訂)」(1998 年)(以下「1998 年条例」と

略す)に改定され、現在に至る。現行の「1998 年条例」は社会団体の設立条件、登記

免除の対象、規則などを規定している。 
社会団体の設立に関しては、会員数、常勤職員の有無、活動資金などの面での条件

が規定されている 23。登記免除の対象として、人民団体、国務院編制管理委員会によ

り人員、職責、機構設置が定められた国務院の批准により登記が免除される団体や、

機関、団体、企業・事業単位内部にある二級団体は、社会団体の登記管理の範囲外と

された。また、天安門事件を受け、「1989 年条例」が施行される際にすでに制度化さ

れていた「二重管理」24、「一行政区に同一分野の複数団体の並立を認めない」という

                                                   
23 具体的には、個人会員数が 50 名以上、団体会員数が 30 団体以上、あるいは個人会員と

団体会員をあわせて 50 以上で、常勤職員を有し、全国レベルの社会団体で 10 万元、地方

レベルの社会団体で 3 万元の活動資金を有することとされる。 
24 社会団体の設立の際に業務主管単位の同意を得ることが必要とされる。設立後も登記管

理機関である各行政レベルの民政部門と社会団体の日常活動を管理する業務主管単位によ

る管理を受けなければならない。中でも、業務主管単位は、国務院の業務関連部門と県級
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原則は、引き続き結社活動を規制しようとするものとして存続している。ポスト「単

位社会」以降、確かに個人結社が進んでいるが、「二重管理」制度を設けることから、

国家は「単位」に取って代わり、業務主管単位という主体を通じ、社会団体や、個人

結社への活動を関与・統制しようとする[李，2008]。これは、ポスト「単位社会」以

降、国家による社会への管理権限が衰退しつつある中、再び権限を取り戻そうという

動きとして捉えられる。 
 その結果、社会団体の設立にあたり、業務主管単位の許可が義務づけられた一方、

業務主管単位は自らが問題に巻き込まれるのを恐れ、社会団体の設立に積極的に関与

しようとしない。多くの社会団体が業務主管単位を見つけることができず、社会団体

として登記できずに、現行の管理体制の枠外で活動を余儀なくされている。 
一部の団体は、企業として登記したり、未登記のままで活動したりとするなど、草

の根 NGO として存立している。草の根 NGO の数についてはっきりとした統計はな

いが、何建宇らの調査によれば、2004 年当時点では、大・中学生団体、コミュニティ

で活動する団体、趣味クラブ、宗教団体など含めて約 80 万にも達していると推測され

る[何ほか，2008]。賈西津は、工商部門で登記する団体、単位の二級団体、農村の互

恵・公益組織、外国関連の団体などの社会団体をも包括的に取り入れて推測すると、

おおよそ 200 万から 270 万団体が民政部門で登記しないまま、しかし実は存在してい

るとする[賈，2005]。 
 

4-2．社会団体の活動戦略 
民政部門で登記する社会団体は、2011 年時点で全国において 25 万団体を超えてい

る。これらの社会団体は、活動地域、活動分野、設立経緯 25によって発展状況や、政

府とのかかわりが異なっているが、団体は会員の利益を代弁する自治組織であると同

時に、国家の政治的機能をも担っていること、また国家と社会の二重利益代弁者であ

ると研究者によってしばしば指摘される[Yang,1989;高，2008]。 
膨大な数の社会団体の全体像を描くには、大規模のサーベイ調査に依拠する必要が

あるため、一部限定した地域を対象に調査が行われた 26。中でも、筑波大学と北京大

                                                                                                                                                     
以上の各地方人民政府の関連部門、国務院あるいは県級以上の各地方人民政府によって授

権された組織である。その後、2000 年に民政部は「社会団体の業務主管単位を再度確認す

ることに関する通知」を公布し、中国社会科学院、国務院発展研究センター、中国編訳局、

中国全国総工会、中国全国新聞工作者協会など 22の団体に業務主管単位の権限を与えた。 
25 中国の社会団体の設立にあたり、主に会員自らの意思によって設立されるものおよび、

政府の主導の下で設立されるものという 2 種類がある。 
26 例えば、清華大学 NGO 研究センターは 1999 年、母集団 10000 の社会団体にアンケー

ト調査を行った(有効回答数：1564、有効回収率：15.64%)[王，2001]。鄭楽平は 2002 年

に上海市の 600 団体に対して(有効回答数：154)[鄭，2008]、葛洪らは 2008 年 3 月に深圳

市の 148 団体を対象に調査を行った[葛ほか，2009]。各地方レベルの民政部門は社会団体
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学は、中国の社会団体が政治学の共通した分析枠組みである利益団体として解釈でき

るのかという問題意識から出発し、2001 年から 2004 年にかけて北京市、浙江省、黒

龍江省三省の社会団体を対象に調査を行った 27。分析結果では、政府主導の下で設立

された団体は人事、財政の面で政府に依存し、政府との直接な接触も多く、ロビイン

グ活動も積極的に展開している傾向が見られた。それに対し、自発的に設立された団

体は、人事、財政の面で政府と距離をおきながら、会員志向性が比較的強いという結

果がデータで裏付けられた[小嶋ほか，2009]。 
また、上記と同じデータベースを用いて、温州市の業界団体を限定した分析結果に

よれば、企業家の意思によって設立された業界団体が他の地域より多い。これらの団

体は政府定年職員のポストの提供や、政府への調査報告書の提供、業界内の品質審査・

認証など協力的活動の展開を通じて、政府への接触を図っている。温州市で自発的に

設立された業界団体は、企業家を代弁する利益団体へと変身しつつ、政策決定過程に

参与し、地方政府に働きかけている。その結果、地方ガバナンスの構造において、自

発的に設立された業界団体の役割や影響力が強まりつつある[黄，2011]。 
社会団体は政府法体制の枠内で存立するゆえに、政府の政策から影響を受けやすい

という一般論に対し、何建宇の分析では、1990 年代以降、政府は社会団体に対する整

理・整頓の実施や、登記管理制度の強化を行っているにもかかわらず、むしろより多

くの自発的に設立された社会団体が民政部門で登記されるようになった[何，2007]。
これは、1990 年代以降における「単位社会」の解体や、都市化の進行などマクロな経

済的・社会的変容の中、国家が主導的な地位に立つといった構造は崩れていないが、

国家と社会間の力関係が変化する兆しが現れていることを示唆している。 
そして、1990 年代中頃より、草の根 NGO の台頭に鑑みれば、国家の法体制の枠外

で活動する社会団体が成長期を迎えている。都市化の進行に伴い、環境破壊、出稼ぎ

労働者の都市への移動、ジェンダー、格差の拡大による弱者サービスの提供など政府

の手が行き届かない分野で様々な問題が生じている。国家は、業界団体、社会福祉団

体など経済活動、社会活動にとって有用な団体を育成すると同時に、政治的リスクが

高く、経済・社会的秩序の安定に影響を及ぼそうとする団体を想定し、これらの団体

の設立に慎重な態度を示した[康ほか，2008]。逆らって、不利な立場に立たされる社

                                                                                                                                                     
に対するサーベイ調査を行っているが、調査結果の大半が公開されていない。これらのサ

ーベイ調査の多くは、調査方法(母集団の設定、サンプル数の代表性)や、質問票の制定(社
会団体の基本状況、団体内部の組織状況に偏り、政策過程における社会団体の活動に関す

る質問項目はあまり設けられていない)に関して一定の限界がある。 
27 中国社会団体基礎構造調査(2001‐2004 年)(課題名：「現代中国を中心とした利益団体お

よび市民社会組織の比較実証的研究」(文部科学省科学研究費(A))、課題番号：12372001、
研究代表者：辻中豊教授(筑波大学))。三省の母集団が 9536、有効回答率が 32.1%(抽出し

たサンプル数：8897、有効回答数：2858)となる。 
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会的勢力は、自らの権利を取り戻そうと結社活動に取り組んだ結果、草の根 NGO の

活動空間を広げている。これは、ソールズベリーが提起した「均衡化仮説」に適する

ものである。ただ、権威主義体制の下、不利益を被る社会団体は国家と対抗側組織と

の間の力関係の均衡化を得るためには、様々な戦略を駆使しなければならない。 
アウトサイド戦術 28が中国草の根NGOでは最も使われている。例えば、王名らは怒

江(サルウィン川)で活動に携わる環境NGOの活動パターンを分析した。草の根NGOが

政策過程に正式に参加するルートが極めて限られているため、人代代表・政協委員に

提案の提出や、政策決定者への直接接触するチャンネルを通じた政策過程への働きか

けは容易ではない。しかし、国際NGO、マス・メディア、専門家を通じて、体制外部

で世論の力を借りれば、政府のアジェンダの制定に間接的にも影響を及ぼすことが可

能であった[王ほか，2007]。趙秀梅、李妍焱、大塚の研究でも類似した結果が得られ

た。一部の草の根NGOはマス・メディアを通じて、社会動員を行い、世論の圧力を形

成させるという戦略を取り、政府に特定の政策を実施、あるいは阻止するよう働きか

けることに成功した[趙，2004；李，2008；大塚，2012] 
また、草の根 NGO はアウトサイド戦術を行使しつつ、体制内との対話ルートの構

築も模索している。和経緯らは珠江デルタで活動している出稼ぎ労働者向けの草の根

NGO を対象に分析を行った。一部の団体は工会、婦女連、共青団などの人民団体と共

同で活動を展開し、良好な関係を築くことで、人民団体を通じて労働者の権益保護、

法律支援を訴える。また、一部の団体は、中国政治社会で敏感になっている労働問題

について、政府に対する過激的な行動を取らず、政府に団体自体が労働問題の解決に

プラスの効果をもたらすというシナリオを示す戦略を取っている[和ほか，2009]。総

じて、草の根 NGO は政府に対して、単なる抵抗型闘争から協力し合う関係へと発展

し、多様な戦術を行使しつつ、政治社会で団体の影響力を及ぼしている。 
草の根NGO以外、近年最も注目されているのが新興社会団体NPI(Non-Profit 

Incubator)である。2006 年、上海浦東非営利組織発展センター29が、社会団体の設立・

育成をサポートする「社会的企業家」(Social Enterprise)として発足した。当該セン

ターの業務活動の一つとしては、新規参入社会団体に対するインキュベーター的な支

援を行っている。新規参入団体から申請を受けた後、センターが認定された団体に対

                                                   
28 社会団体(利益団体)は政策過程に働きかける際に、インサイド戦術(政治的アクターへの

直接的働きかけ)とアウトサイド戦術(政治的アクターへの間接的働きかけ)に分けられる。

インサイド戦術は政党、行政などを対象にしているが、アウトサイド戦術は司法、一般世

論、マス・メディア、他団体との連合などを通じて、間接的に政治体制内のアクターに影

響を及ぼす[Kollman,1998;Goldstein,1999]。 
29 当該団体は民弁非企業単位として上海浦東新区で登記している。業務主管単位と登記部

門は浦東新区民政局である(NPI 恩派(上海浦東非営利組織発展センター)のホームペー

ジ：http://www.npi.org.cn/english/index.php を参照 閲覧日：2013 年 3 月 12 日)。 

http://www.npi.org.cn/english/index.php
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して事務室の提供、小額の資金補助、登記支援、団体運営のアドバイスを通じたサポ

ート・指導を行う。このおよそ 1 年間に及ぶインキュベーション期間の後、社会団体

の成長状況が評価される。社会的ニーズおよび公益活動に参与する意識が高まってい

る中、当該センターが 2008 年に成都市、北京市、2009 年に深圳市、2012 年に南京市、

2013 年に蘇州市で同様な業務活動を拡大している。それ以外では、社会団体の職員向

けのコンサルティングサービスを提供するや、業界自律性の推進活動にも取り組んで

いる。 

上述のように、中国の社会団体は民政部で登記するもの以外、1990 年代以来、政府

の法体制の枠外で草の根 NGO の成長を遂げ、近年でも「社会的企業家」として登場

する新興社会団体も出現するようになっている。これらの団体は、中国の政治社会の

中で厳しい法体制の下、自ら持つ資源を活かしながら、「断片的な」(fragmentary)機
会を利用し、国家に対する挑戦を挑み始めている。 
 

５、おわりに 
  

本章は、1990 年代以降の中国の都市化と社会団体の成長、変容を検証してきた。都

市化の進行に伴い、中国の「単位社会」が解体し、経済所有制の多元化、社会階層の

分化が進み、社会団体の形成は促進された。都市化と社会団体の形成に関する定量的

分析では、都市人口率、産業の構成比、産業人口の構成比および経済の発達度は、社

会団体との間に強い関連性を持つことが検証された。また、各地域の都市化率によっ

て、社会団体の増加幅も異なっている。都市化率が高い地域ほど、社会団体の増加は

停滞しているのに対し、都市化率が下位から中位水準の間の地域は結社活動の活発化

が見られた。ほかには、社会団体の活動分野にも、社会的ニーズより政府政策の影響

を強く受けているのが事実である。ソールズベリーが提起した社会団体の「増殖仮説」

は、中国の社会団体の成長にも適応できる。 
時代の変遷に伴い、中国の社会団体内部の構造も変化しつつある。建国以降設立さ

れた人民団体以外、法体制の枠内で存立する社会団体もあれば、法体制の枠外で活動

する草の根 NGO も数多く存在している。従来一体化した「国家‐社会」といった構

造は徐々に崩れ、国家と社会の間により多くの社会階層、アジェンダなどを含めた社

会団体が設立されている。中国の社会団体は、都市化の進行によって生じた様々な社

会問題や、社会的勢力の是正に取り組んでおり、「均衡化仮説」から解釈できるのでは

ないかと考えられる。しかしながら、改革開放以降、権威主義体制の下、発展志向型

国家を目指している中国は、アメリカのような多元主義に基づいた団体間の自由的・

競争的な利益調整ができず、西欧のようなコーポラティズム主義下で政府による利益

調整も実現できない。「均衡化仮説」に沿うならば、団体間のみならず、団体と国家間
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の利益の均衡を取ることも、今後中国の社会団体にとって最も現実的な課題である。 
2008 年以降、各地方政府は「二重管理」、「一行政区に同一分野の複数団体の並立を

認めない」の制度的緩和・撤廃を試行錯誤しながら、実施し始めた。これらの動きに

鑑み、都市化が更なる進行を遂げる中、社会団体に賦与される社会的、政治的役割の

変化を引き続き観察してゆきたい。 
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